
JP 2009-240621 A 2009.10.22

10

(57)【要約】
【課題】簡易な構成によって、診断に利用できる観察対
象の形状情報をリアルタイムで得る。
【解決手段】病変部の３次元形状を計測する場合、光ス
キャナ１６によって走査光ファイバ１７の先端部を螺旋
状に２次元振動させ、レーザー光源３７から放射される
特定波長のレーザービームを螺旋状に走査させる。走査
の間、レーザービームをＯＮ／ＯＦＦ制御し、放射状に
点在する複数のスポットを、パターン光として病変部Ａ
を含む観察エリアに投影する。そして、スポットの勾配
情報に基づいて、各スポットの傾斜角度、高さ情報を算
出し、病変部Ｚの３次元情報を獲得する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スコープ先端部に設けられ、走査光ファイバを通った光の射出方向を変えることによっ
て、観察エリアに対し光を走査させる走査手段と、
　走査位置に合わせて光の照射／非照射を制御することにより、所定のパターン光を前記
観察エリアに投影する投影手段と、
　平面上に投影したときの基準パターンに対する投影パターンの変形具合から、立体的部
分の形状情報を獲得する計測手段と
　を備えることを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
　前記投影手段が、複数のスポット光を前記観察エリアに投影することを特徴とする請求
項１に記載の内視鏡装置。
【請求項３】
　前記投影手段が、複数のスポット光を放射状に投影することを特徴とする請求項２に記
載の内視鏡装置。
【請求項４】
　前記走査手段が、前記走査光ファイバの先端部を２次元的に振動させるファイバ駆動部
を有することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項５】
　前記走査手段が、前記走査光ファイバの先端部を螺旋状に振動させることを特徴とする
請求項４に記載の内視鏡装置。
【請求項６】
　前記走査光ファイバを通る光としてレーザービームを照射するレーザー光源をさらに有
し、
　前記投影手段が、レーザービームをＯＮ／ＯＦＦ制御することによってパターン光を投
影することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項７】
　スコープ先端部に設けられる空間光変調素子をさらに有し、
　前記投影手段が、前記空間光変調素子をＯＮ／ＯＦＦ制御することによって所定のパタ
ーン光を投影することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項８】
　複数のパターン光のいずれかを設定する設定手段をさらに有し、
　前記投影手段が、設定されたパターン光に合わせて光の照射／非照射タイミングを調整
することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項９】
　前記計測手段が、各投影スポットの変形具合から立体形状部分の勾配情報を求め、勾配
情報に基づいて立体形状部分の高さ情報を得ることを特徴とする請求項２に記載の内視鏡
装置。
【請求項１０】
　前記計測手段が、基準となる円状スポットの径を斜辺、楕円状に変形した投影スポット
の長径を底辺とする直角三角形を規定することによって各スポットの勾配を求め、その勾
配情報からスポット間の相対的高さを求めることによって、各スポットの高さ情報を順次
得ていくことを特徴とする請求項９に記載の内視鏡装置。
【請求項１１】
　前記計測手段が、ＴＩＮ（Triangulated irregular network）による形状把握において
、三角形を規定するとき、できるだけ勾配方向に対して交差する線の両端２点を選ぶこと
を特徴とする請求項１０に記載の内視鏡装置。
【請求項１２】
　前記計測手段が、立体的部分のサイズを算出することを特徴とする請求項１に記載の内
視鏡装置。
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【請求項１３】
　可視光を放射する観察用光源と、可視光をスコープ先端部へ伝達する観察光ファイバと
をさらに有し、
　前記計測手段が、スコープ先端部の撮像素子から読み出される画像信号から、パターン
光に応じた信号を検出することを特徴とする請求項１乃至１２のいずれかに記載の内視鏡
装置。
【請求項１４】
　前記計測手段が、画像信号に含まれる輝度信号、色信号の少なくともいずれかに基づい
てパターン光に応じた信号を検出することを特徴とする請求項１３に記載の内視鏡装置。
【請求項１５】
　スコープ先端部から射出される光の射出方向を変える走査に対し、走査タイミングを制
御する走査制御手段と、
　光の照射／非照射を制御することによって、断続的に複数のスポット光を観察エリアに
投影可能な投影手段とを備え、
　前記投影手段が、観察エリアの走査位置に合わせて光の照射／非照射を実行することに
より、所定のパターン光を前記観察エリアに投影することを特徴とする内視鏡用パターン
投影装置。
【請求項１６】
　スコープ先端部の撮像素子から読み出される画像信号に基づいて、パターン光に応じた
信号を検出する信号検出手段と、
　平面上に投影したときの基準スポットに対する投影スポットの変形具合から、立体的部
分の形状情報を獲得する計測手段とを備え、
　前記計測手段が、各投影スポットの変形具合から立体形状部分の勾配情報を求め、勾配
情報に基づいて立体形状部分の高さ情報を得ることを特徴とする内視鏡用計測装置。
【請求項１７】
　スコープ先端部から射出される光の射出方向を変える走査に対し、走査タイミングを制
御する走査制御手段と、
　光の照射／非照射を制御することによって、断続的に複数のスポット光を観察エリアに
投影可能な投影手段とを機能させるプログラムであって、
　観察エリアの走査位置に合わせて光の照射／非照射を実行することにより、所定のパタ
ーン光を前記観察エリアに投影するように、前記投影手段を機能させることを特徴とする
プログラム。
【請求項１８】
　スコープ先端部の撮像素子から読み出される画像信号から、パターン光に応じた信号を
検出する信号検出手段と、
　平面上に投影したときの基準スポットに対する投影スポットの変形具合から、立体的部
分の形状情報を獲得する計測手段とを機能させるプログラムであって、
　各投影スポットの変形具合から立体形状部分の勾配情報を求め、勾配情報に基づいて立
体形状部分の高さ情報を得るように、前記計測手段を機能させることを特徴とするプログ
ラム。
【請求項１９】
　スコープ先端部から射出される光の射出方向を変える走査の走査タイミングを制御し、
　観察エリアの走査位置に合わせて光の照射／非照射を実行することにより、断続的な複
数のスポット光によって構成される所定のパターン光を前記観察エリアに投影することを
特徴とする内視鏡パターン投影方法。
【請求項２０】
　スコープ先端部の撮像素子から読み出される画像信号から、パターン光に応じた信号を
検出し、
　平面上に投影したときの基準スポットに対する投影スポットの変形具合から、立体形状
部分の勾配情報を求め、
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　勾配情報に基づいて立体形状部分の高さ情報を得ることを特徴とする内視鏡形状計測方
法。
【請求項２１】
　前記投影手段が、前記観察エリアの中心から放射状に点在する複数のスポットによって
前記所定のパターン光を投影することを特徴とする請求項１５に記載の内視鏡用パターン
投影装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、胃など器官に対して観察、処置等を行う内視鏡装置に関し、特に、腫瘍など
の観察部位における三次元形状を計測する内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡装置では、測定光を対象物に投影し、その反射光に基づいて凹凸や形状サイズと
いった三次元形状を測定することができる（特許文献１、２、３参照）。例えば、三角法
の場合、スポット光の発光位置と受光位置との位置ずれから、観察対象の高さ情報を算出
する。また、光切断法の場合、マスクパターンを利用して複数の線状スリット光を同時に
投影し、スリット光の変形から高さ情報を得る。
【特許文献１】特開平１０－２３９０３０号公報
【特許文献２】特開平１０－２３９０３４号公報
【特許文献３】特開平９－６１１３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　器官内壁を観察しているとき、モニタに表示されるポリープ、腫瘍の形状情報（ポリー
プサイズなど）は、診断における重要な指標となる。したがって、内視鏡観察中に病変部
が発見された場合、その形状情報をリアルタイムで取得することが要求される。
【０００４】
　しかしながら、従来の３次元計測形状装置では、三次元形状全体を高精度に計測するよ
うに構成されているため、パターン光の投影、投影像に基づく演算処理に時間がかかる。
また、走査用の光変調素子、光学系など専用パーツを装備させた内視鏡装置を別途用意す
る必要があり、汎用の内視鏡装置と共有化させることが難しい。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の内視鏡装置は、スコープ先端部に設けられ、走査光ファイバを通る光の射出方
向を変えることによって、観察エリアに対して光を走査させる走査手段と、走査位置に合
わせて光の照射／非照射を制御することにより、所定のパターン光を観察エリアに投影す
る投影手段と、平面上に投影したときの基準パターンに対する投影パターンの変形具合か
ら、立体的部分の形状情報を獲得する計測手段とを備えたことを特徴とする。
【０００６】
　走査光ファイバは、観察用光源から放射される可視光をスコープ先端部へ伝達する観察
用光ファイバとは異なる計測用光ファイバであって、イメージ用ファイバのようにファイ
バを束にして構成しなくてよい（例えばシングル、ダブルクラッドの光ファイバ）。スコ
ープ先端部に設けられた走査手段は、走査光ファイバを通過した光（以下、計測光という
）をシーケンシャルに走査させる。そして、走査位置に合わせて照射／非照射の制御を行
う結果、可視光などの観察光に照射された観察エリアに対し、パターンとなった計測光が
照射される。
【０００７】
　投影に関して言えば、観察画像の中で投影パターンを抽出しやすくするため、特定の波
長領域（狭帯域波長など）の光を観察エリアに照射するのがよい。例えば、走査光ファイ
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バ内を通す光として、レーザービームを照射するレーザー光源を設け、投影手段は、レー
ザービームをＯＮ／ＯＦＦ制御すればよい。あるいは、スコープ先端部に液晶シャッタな
どの空間光変調素子を設け、投影手段が、空間光変調素子をＯＮ／ＯＦＦ制御してもよい
。
【０００８】
　観察エリアは、ポリープ、腫瘍部など凹凸形状面になった立体的部分が含まれるため、
パターン光の投影像である投影パターンは、平面上での投影像となる基準パターンと相違
し、変形する。計測手段は、この変形具合から立体的部分の形状情報を取得する。可視光
を放射する観察用光源と、可視光をスコープ先端部へ伝達する観察光ファイバとを設けた
内視鏡の場合、計測手段は、スコープ先端部の撮像素子から読み出される画像信号から、
パターン光に応じた信号を検出すればよい。例えば、計測手段は、画像信号に含まれる輝
度信号、色信号の少なくともいずれかに基づいてパターン光に応じた信号を検出する。ま
た、計測手段は、変形したパターンと変形していないパターンの境界情報に基づいて、立
体的部分のサイズを算出してもよい。
【０００９】
　走査位置に合わせて照射／非照射の制御が可能であるため、様々な種類のパターンを選
択して投影することが可能である。例えば、複数のパターン光のいずれかを設定する設定
手段を設け、投影手段は、設定されたパターン光に合わせて光の照射／非照射タイミング
を調整することができる。パターンの精度によって把握される形状情報の精度は変化する
が、パターン精度を診断レベルに合わせて落とせば、演算処理時間は短くなる。したがっ
て、診断目的に応じて要求される形状情報に見合ったパターン光を投影することで、診断
に利用可能な病変部の形状情報を迅速に得ることができる。
【００１０】
　従来用いられる投影パターン（格子パターンなど）でもよいが、シンプルなパターン光
の投影によって様々な立体形状の情報を確実に獲得するため、立体的部分より各々サイズ
の小さい複数のスポット光を観察エリアに投影するのが望ましい。特に観察エリアを画面
中心に捉えて撮影する場合、立体的部分の勾配情報を得るため、投影手段は、複数のスポ
ット光を放射状に投影するのがよい。
【００１１】
　多くの種類のパターン光を投影するためには、様々な走査方式を可能な構成にする必要
がある。そのため、走査手段は、走査光ファイバの先端部を２次元的に振動させるファイ
バ駆動部を備えるのがよい。複数のスポット光を放射状に投影する場合、走査光ファイバ
の先端部を螺旋状に振動させればよい。螺旋状走査線の径方向および周方向のパターン間
隔を調整することによって、放射状にスポット光を投影することが可能であり、さらには
、照射／非照射のタイミングを制御することによって、パターンの種類、サイズを設定す
ることができる。
【００１２】
　立体的部分の応答形状把握は、簡易な演算処理によって実現するのが望まれる。傾斜面
に投影したスポット光は楕円状に変形し、その長径方向は勾配方向を表す。したがって、
計測手段は、各投影スポットの変形具合から立体形状部分の勾配情報を求め、勾配情報に
基づいて立体形状部分の高さ情報を得るのがよい。例えば、計測手段は、基準となる円状
スポットの径を斜辺、楕円状に変形した投影スポットの長径を底辺とする直角三角形を規
定することによって各スポットの勾配を求め、その勾配情報からスポット間の相対的高さ
を求めることによって、各スポットの高さ情報を順次得ていく。
【００１３】
　高さ情報が得られると、例えば等高線画像、あるいはＴＩＮ（Triangulated irregular
 network）によって３次元形状が把握される。ＴＩＮによる形状把握をする場合、できる
だけ立体形状の精度を上げるため、計測手段は、３角形を規定するときにできるだけ勾配
方向に対して交差する線の両端２点を選ぶのがよい。
【００１４】
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　本発明の他の特徴である内視鏡用パターン投影装置は、スコープ先端部から射出される
光の射出方向を変える光の走査に対し、走査タイミングを制御する走査制御手段と、光の
照射／非照射を制御することによって、断続的に複数のスポット光を観察エリアに投影可
能な投影手段とを備え、投影手段が、観察エリアの走査位置に合わせて光の照射／非照射
を実行することにより、所定のパターン光を観察エリアに投影することを特徴とする。例
えば、スコープに設けられる光走査ファイバ、あるいはスコープ鉗子チャンネルに挿入可
能な投影装置（プローブ）を用いることによって、スコープ先端部から射出される光の走
査を行えばよい。あるいは、スコープ先端部もしくは投影装置に設けたＬＥＤなどの光源
からの光を偏向走査させてもよい。
【００１５】
　本発明の内視鏡用計測装置は、スコープ先端部の撮像素子から読み出される画像信号に
基づいて、パターン光に応じた信号を検出する信号検出手段と、平面上に投影したときの
基準スポットに対する投影スポットの変形具合から、立体的部分の形状情報を獲得する計
測手段とを備え、計測手段が、各投影スポットの変形具合から立体形状部分の勾配情報を
求め、勾配情報に基づいて立体形状部分の高さ情報を得ることを特徴とする。
【００１６】
　本発明のプログラムは、スコープ先端部から射出される光の射出方向を変える走査に対
し、走査タイミングを制御する走査制御手段と、光の照射／非照射を制御することによっ
て、断続的に複数のスポット光を観察エリアに投影可能な投影手段とを機能させるプログ
ラムであって、観察エリアの走査位置に合わせて光の照射／非照射を実行することにより
、所定のパターン光を観察エリアに投影するように、投影手段を機能させることを特徴と
する。
【００１７】
　本発明のプログラムは、スコープ先端部の撮像素子から読み出される画像信号から、パ
ターン光に応じた信号を検出する信号検出手段と、平面上に投影したときの基準スポット
に対する投影スポットの変形具合から、立体的部分の形状情報を獲得する計測手段とを機
能させるプログラムであって、各投影スポットの変形具合から立体形状部分の勾配情報を
求め、勾配情報に基づいて立体形状部分の高さ情報を得るように、計測手段を機能させる
ことを特徴とする。
【００１８】
　本発明の内視鏡パターン投影方法は、スコープ先端部から射出される光の射出方向を変
える走査の走査タイミングを制御し、観察エリアの走査位置に合わせて光の照射／非照射
を実行することにより、断続的な複数のスポット光によって構成される所定のパターン光
を観察エリアに投影することを特徴とする。
【００１９】
　本発明の内視鏡形状計測方法は、スコープ先端部の撮像素子から読み出される画像信号
から、パターン光に応じた信号を検出し、平面上に投影したときの基準スポットに対する
投影スポットの変形具合から、立体形状部分の勾配情報を求め、勾配情報に基づいて立体
形状部分の高さ情報を得ることを特徴とする。
【００２０】
　また、所定のパターン光は観察エリアの中心から放射状に点在する複数のスポットで構
成されていることが望ましい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、簡易な構成によって、診断に利用できる観察対象の形状情報をリアル
タイムで得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下では、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
【００２３】
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　図１は第１の実施形態である電子内視鏡装置のブロック図である。図２は、走査光ファ
イバの概略的外観図である。
【００２４】
　電子内視鏡装置は、ＣＣＤ１２を先端部に設けたビデオスコープ１０とプロセッサ３０
とを備える。ビデオスコープ１０はプロセッサ３０に着脱自在に接続され、また、プロセ
ッサ３０にはモニタ６０、およびキーボード（図示せず）が接続される。プロセッサ２０
内の観察用ランプ３２から放射された光は、ビデオスコープ１０内に設けられ、ファイバ
束として構成されるライトガイド１４を通り、スコープ先端部１０Ｔから射出する。これ
により、観測部位Ｓに光が照射される。
【００２５】
　観測部位Ｓにおいて反射した光は、スコープ先端部１０Ｔの対物レンズ（図示せず）を
通ってＣＣＤ１２の受光面に到達し、これにより被写体像がＣＣＤ１２の受光面に形成さ
れる。本実施形態では、カラー撮像方式として単板同時式が適用されており、イエロー（
Ｙｅ）、シアン（Ｃｙ）、マゼンダ（Ｍｇ）、グリーン（Ｇ）の色要素をモザイク状に並
べた補色フィルタ（図示せず）がＣＣＤ１２の受光面上に配設されている。
【００２６】
　ＣＣＤ１２では、１フィールド分の画素信号が所定時間間隔（例えば、１／６０秒）で
読み出される。読み出された画素信号は、初期回路（図示せず）において増幅処理、ノイ
ズ除去、デジタル変換処理され、デジタル画像信号がプロセッサ３０の画像信号処理回路
３４へ送られる。画像信号処理回路３４では、画像信号に対してホワイトバランス調整、
ガンマ補正などが施され、映像信号が生成される。映像信号はモニタ６０へ出力され、そ
の結果、フルカラーの観察画像がモニタ６０に表示される。
【００２７】
　ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭを含むコントローラ４０は、プロセッサ３０の動作を制御し、
レーザー駆動部３６、スキャナ制御部３８へ制御信号を出力する。コントローラ４０のＲ
ＯＭには、動作制御に関するプログラムがあらかじめ格納されている。計測処理部３５は
、デジタル画像信号に含まれる形状データに基づき、観察対象の形状情報を算出する。
【００２８】
　図２に示すように、スコープ先端部１０Ｔには、スコープ先端部１０Ｔから射出する光
を走査させるスキャナデバイス（以下、光スキャナという）１６が設けられている。光ス
キャナ１６は、アクチュエータ１８備え、スコープ１０内に設けられた走査型ファイバ１
７は、円筒状のアクチュエータ１８の軸に挿通されて保持される。
【００２９】
　スコープ先端部１０Ｔに固定されたアクチュエータ１８は、ピエゾ素子型チューブアク
チュエータであり、走査ファイバ１７の先端部１７Ａを共振させる。ファイバ先端部１７
Ａは、アクチュエータ１８によってカンチレバー状に支持され、振動によってファイバ先
端部１７Ａの先端面１７Ｓの向きが変わる。
【００３０】
　アクチュエータ１８は、ファイバ先端部１７Ａを二次元的に共振させる。すなわち、直
交する２方向に沿って所定の共振モードでファイバ先端部１７Ａを共振させる。これによ
って、先端面１７Ｓから射出し、光学レンズ１９を通って観察部位Ｓに到達する光の軌跡
、すなわち走査線ＰＴは、螺旋状になる（図２参照）。
【００３１】
　プロセッサ３０に設けられた計測ボタン４２は、内視鏡観察中に表示された腫瘍など病
変部の形状情報を取得するために操作される。一方、投影パターンボタン４３は、投影パ
ターンを選択するボタンであり、診断内容、観察対象に合わせて投影パターンが選択され
る。ここでは、スポット間の距離間隔が短い投影パターンと、互いの距離間隔が離れ、ス
ポットサイズの大きい投影パターンのいずれかが選択可能である。
【００３２】
　図３は、病変部等の３次元情報を計測する形状計測処理のメインフローチャートである
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。通常観察中、レーザービームは発光されず、通常の観察画像がモニタ６０に表示される
。医師等のオペレータが計測ボタン４２を操作すると、コントローラ４０によって処理が
開始される。
【００３３】
　ステップＳ１０１では、パターン選択ボタン４３によって選択されている投影光パター
ンが決定される。そして、ステップＳ１０２では、所定のパターン光を投影するため、狭
帯域のスペクトル光（例えば、青色光などの短波長光）を放射するレーザー光源３７、光
スキャナ１６が動作する。
【００３４】
　レーザー駆動部３６は、レーザー光源３７のビーム発光を制御し、ビームを所定のタイ
ミングでＯＮ／ＯＦＦする。コントローラ４０は、スキャナファイバ制御部３８、レーザ
ー駆動部３６を制御し、ファイバ先端部１７Ａの走査タイミングとレーザービームの発光
タイミングを同期させる。これにより、ファイバ先端部１７Ａの振動位置、すなわち光の
走査位置に合わせて発光がＯＮ／ＯＦＦ制御され、パターン光が観察対象に投影される。
【００３５】
　図４は、図３のステップＳ１０２のサブルーチンを示した図である。図５は、パターン
光の投影像を示した図である。図４、図５を用いて投影処理について説明する。
【００３６】
　ステップＳ２０１では、ビームスポット光の照射位置を表す座標Ｘ、Ｙを、原点に設定
する。座標系Ｘ－Ｙは、ファイバ先端部１７Ａの軸に垂直な投影面、すなわち器官内壁の
照射面上に規定され、ファイバ先端部１７Ａの軸と投影面との交点を原点とする。
【００３７】
　ファイバ先端部１７Ａの端面１７Ｓの軸中心からの位置と、スポット光の原点からの位
置は対応している。したがって、ファイバ先端部１７Ａを螺旋状に走査させる場合、端面
１７Ｓの位置に合わせてビームスポットの位置座標が定められる。
【００３８】
　本実施形態では、図５に示すような投影像ＰＳを形成するように、パターン光を観察対
象に投影する。パターン投影像ＰＳは、放射状に複数のスポットが並ぶパターンであって
、病変部を含む観察エリアの中心付近から４５度間隔で放射状に伸びる直線に沿ってスポ
ットが点在する。スポットサイズは、病変部の大きさ、計測する３次元形状の精度などに
基づいて定められるが、複数のスポットが互いに間隔を空けて立体的部分（病変部）の表
面上に点在可能なサイズに設定される。
【００３９】
　ステップＳ２０２では、照射位置がパターン上の位置に該当するか否かが判断される。
パターン上にある場合、レーザービームをＯＮに切り替え、レーザービームを照射する（
Ｓ２０３）。一方、照射位置がパターンから外れた位置である場合、レーザービームをＯ
ＦＦ状態にする（Ｓ２０４）。
【００４０】
　ファイバ先端部１７Ａの端面１７Ｓが中心軸から走査方向（螺旋方向）に沿って変位す
ると、それに合わせて照射対象の位置座標が検出される（Ｓ２０５、Ｓ２０６）。照射位
置がパターン上の位置であるときレーザービームをＯＮに設定することにより、図５に示
すパターン光の投影像ＰＳが得られる（Ｓ２０８～Ｓ２１０）。
【００４１】
　螺旋状走査の終点、あるいは走査対象範囲を超えている場合（Ｓ２０７）、再びステッ
プＳ２０１に戻る（Ｓ２０９）。３次元計測が続けられる間、投影処理が繰り返し行われ
る。
【００４２】
　投影処理が終了すると、図３のステップＳ１０３に進む。ステップＳ１０３では、デジ
タル画像信号に基づいて、各スポット投影像の座標位置、高さ情報を点データとして算出
する。
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【００４３】
　図６は、ステップＳ１０３のサブルーチン、すなわち観察対象の高さ情報を計測する処
理を示したフローチャートである。図７は、パターン光の投影像を示した図である。図８
は、スポット光の変形具合と勾配との関係を示した図である。図９は、隣接するスポット
間の傾斜関係を示した図である。図６～図９を用いて、観察対象の高さ算出、すなわち凹
凸形状算出について説明する。
【００４４】
　ステップＳ３０１では、パターン光を投影しているときにＣＣＤ１２から読み出される
画像信号から色信号が抽出される。レーザー光源３７は、狭帯域の短波長をもつ光を放出
しているため、撮影画像中、パターン光の像は、特定色によるパターン像として形成され
る。ステップＳ３０２では、色信号に基づき各スポットの投影形状が検出される。
【００４５】
　ステップＳ３０３では、各スポットにデータ領域が割り当てられ、ステップＳ３０４で
は、各スポットに座標が割り当てられる。ここでは、スポットの中心位置をスポットの位
置座標とする。ステップＳ３０５では、以下説明するように、各スポットの傾斜角度が算
出されるとともに、各スポットの高さが算出される。
【００４６】
　図７に示すように、凹凸のある立体的な病変部Ｚを含む観察エリアに放射状パターンの
スポット光を投影させた場合、病変部Ｚの傾斜面に投影した光のスポット形状は変形する
。具体的には、平面上の投影したスポットＰＬ０が真円となるのに対し、傾斜面上の投影
スポットＰＬは、楕円状に変形する。
【００４７】
　ここで、平面に投影したときのスポットＰＬ０を基準スポットと定め、傾斜面における
スポットＰＬと基準スポットＰＬ０とを対比させると、高さ、勾配に関して以下の関係式
が成立する。ただし、αは投影スポットＰＬの位置における傾きを表し、ｈｓは投影スポ
ットＰＬの垂直方向に沿った高さを表す。また、ＡおよびＣは、投影スポットＰＬの長径
の両端点、Ｂは基準スポットＰＬ０のＣに対応する端点を表す。
 
       α＝ａｒｃｃｏｓ（ＡＢ／ＡＣ）
       ｈｓ２＝ＡＣ２＋ＡＢ２　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・（１）
 
 
【００４８】
　図８に示すように、パターン光が病変部Ｚに直交する方向から投影されている場合、Ｃ
点とＢ点は同一直線上にあるとみなすことができる。ここで、Ａ、Ｂ、Ｃを頂点とする直
角三角形を規定すると、辺ＡＢと辺ＡＣとの間の角度は、投影スポットＰＬのある傾斜面
の傾きαを表している。また、辺ＢＣの長さは、投影スポットＰＬのＡ点を基準としたＣ
点の高さ、すなわちスポット高さｈｓを表している。
【００４９】
　基準スポットＰＬ０の径長であるＡＢはあらかじめ定められ、辺ＡＣの長さは、投影ス
ポットＰＬの長径を計測することによって求められる。したがって、（１）式により、ス
ポットの傾斜角度と、スポットの垂直方向高さが求められる。
【００５０】
　図９は、隣接するスポット間の傾斜関係を示している。楕円状スポットの長軸方向が同
じ方向を向く一連の投影スポットは、同じ傾斜方向に沿って並んでいると考えられる。ま
た、隣接する投影スポット間で、変形具合に大きな差異が生じていなければ、スポット間
の傾斜角度はほぼ一定とみなせる。したがって、低位置の投影スポットで算出された傾斜
角度および高さに基づき、隣の高位置側にある投影スポットの高さを算出することができ
る。
【００５１】
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　具体的に説明すると、図８に示すように、低位置にある投影スポットＰＮの中心位置を
Ｐｎとし、同一傾斜方向に沿って高位置側にある投影スポットＰＮ＋１の中心位置をＰｎ

＋１とする。投影スポットＰＮの角度がαｎ、高さがｈｓｎである場合、スポットＰｎと
スポットＰｎ＋１との間の傾斜角度もαｎとみなせる。よって、Ｐｎ、Ｐｎ＋１間隔を斜
辺とする直角三角形を規定した場合、投影スポットＰＮとＰＮ＋１との垂直方向に沿った
距離間隔Ｈｎ＋１は、以下の式によって求められる。だたし、ｄは底辺の長さを示す。
 
       Ｈｎ＋１＝ｄ×ｔａｎαｎ　　　　　　　　　　　　　・・・・・（２）
 
【００５２】
　底辺の長さｄは、螺旋状走査線の径方向に沿った距離間隔を示し、あらかじめ定められ
ている。したがって、傾斜角度αｎが求められると、（２）式によってＨｎ＋１が算出さ
れる。そして、スポットＰｎの高さｈｓｎと垂直方向距離間隔Ｈｎ＋１とを加算すること
によって、スポットＰＮ＋１の基準位置（平面）からの高さｈｓｎ＋１、すなわち病変部
ＺのスポットＰｎ＋１地点における高さが求められる。
【００５３】
　このように同じ勾配方向に並ぶ一連の投影スポットに対し、低位置から高位置に向けて
順番に勾配、高さを算出することで、各スポット位置での高さ情報を順番に得ることがで
きる。図６のように放射状の投影パターンの場合、径方向に沿った各直線に対し、外側か
ら中心位置に向けて順番にスポットの勾配、高さおよびスポット間の高さを求め、病変部
Ｚ全体の高さ情報を算出する。
【００５４】
　全スポットの高さ情報が得られると、高さデータが一時的にメモリに格納される（ステ
ップＳ３０６）。高さデータは、その高さをもった投影スポットの座標位置と対応づけら
れて記録される。高さデータが得られると、図５のサブルーチンは終了し、図３のステッ
プＳ１０４に進む。
【００５５】
　図１０は、等高線画像を示した図である。図３のステップＳ１０４では、各スポットの
高さデータに基づき、同じ高さの点を結んで等高線を規定する。これにより、病変部Ｚの
概略的形状を表す等高線画像が得られる。スポットを細かく、数多く設定することによっ
て実際形状との差を最大限無くすことができる。また、共一次内挿法などによって補間処
理を行い、滑らかな等高線を作成することも可能である。
【００５６】
　ステップＳ１０５では、等高線画像が標高画像に変換され、観察対象となる病変部の３
次元情報、すなわち凹凸形状情報が取得される。また、凹凸情報に加え、病変部Ｚの径の
大きさが３次元形状情報に基づいて算出され、観察画像とともにモニタ６０に表示される
。そしてステップＳ１０６では、算出された病変部の３次元形状データがＲＡＭに記録さ
れる。
【００５７】
　このように第１の実施形態によれば、病変部の３次元形状を計測する場合、光スキャナ
１６によって走査光ファイバ１７の先端部１７Ａが螺旋状に２次元振動させられ、レーザ
ー光源３７から放射される特定波長のレーザービームは螺旋状に走査される。光が螺旋状
に走査される間、レーザービームがＯＮ／ＯＦＦ制御され、これによって放射状に点在す
る複数のスポットがパターン光として病変部Ａを含む観察エリアに投影される。
【００５８】
　　ＣＣＤ１２から読み出される画像信号の色信号に基づいてパターン投影像の信号が検
出されると、勾配情報に基づいて、各スポットの傾斜角度、高さ情報が算出される。そし
て、低位置のスポットから高位置のスポットに向けて傾斜角度、高さ情報を順に算出する
ことによって、病変部Ｚの各スポットの高さデータが得られる。高さデータから等高線画
像が求められると、標高画像によって病変部Ｚの３次元情報が獲得される。
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【００５９】
　　レーザービームをＯＮ／ＯＦＦすることによってパターン光を投影するため、様々な
パターン光を設定することが可能であり、走査用光学系など専用部品を用意する必要がな
い。特に、螺旋状に光を走査させているため、スポットの周方向の間隔、径方向の間隔を
任意に調整可能であり、病変部の大きさ、あるいは診断時に要求される３次元情報の精密
度に合わせてパターン光を投影できる。
【００６０】
　　また、各スポットの勾配情報に基づいて３次元情報を獲得するため、演算処理を短縮
することができ、かつ、スポットを密にすることによって精度よく３次元情報を得ること
ができる。
【００６１】
　次に、図１１、１２を用いて、第２の実施形態である内視鏡装置について説明する。第
２の実施形態では、病変部の立体形状把握方法として、等高線を作成する代わりに、ＴＩ
Ｎ（triangular irregular network）によって立体的形状を把握する。それ以外の構成に
ついては、第１の実施形態と同じである。
【００６２】
　図１１は、ＴＩＮにより把握された病変部の形状を示した図である。ＴＩＮは、立体的
表面形状を、重複のない不定型な三角形の配列集合で表したものであり、ここでは高さ情
報をもつ各スポットの点を直線で繋いで三角形を規定し、三角形の配列集合によって立体
的形状を表現する。ここでは、各スポットに対して最短距離の２点を選定し、三角形を順
次規定していくことでＴＩＮを形成する。
【００６３】
　例えば、スポットの点集合をＰ＝（Ｐ１、Ｐ２、・・・Ｐｎ）とし、２点ｐ、ｑの距離
（ユークリッド距離）をｄ（ｐ、ｑ）とする。点ｐと集光Ｐの距離が最小となるｐｉの集
合Ｒ（Ｐ、ｐｉ）は、以下の式によって表される。
　 
　Ｒ（Ｐ、ｐｉ）
　＝｛ｐ∈Ｒ２｜ｄ（ｐ、ｐｉ）＜ｄ（ｐ、ｐｊ）for any ｐｊ∈Ｐ－｛ｐｉ｝｝
　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・（３）
 
Ｒ（Ｐ、ｐ１）、Ｒ（Ｐ、ｐ２）、・・・Ｒ（Ｐ、ｐｎ）は、平面領域を分割する直線を
表す。
【００６４】
　本実施形態では、２点のうち残り一点を選定するときに同じ距離間隔の点が２つある場
合、勾配方向に交差する線を三角形の辺と定める。　
【００６５】
　図１２は、ＴＩＮによる２点選定を示した図である。ここでは、スポット点Ｓ０を基準
にして三角形を規定し、１つのスポット点Ｓ１がすでに頂点として定められている。点Ｓ
２Ａ、Ｓ２Ａの点Ｓ０からの距離が、ともにｋであって等しいとする。
【００６６】
　点Ｓ０と点Ｓ２Ａを結ぶ直線が病変部Ｚの勾配方向に沿った直線になる場合、点Ｓ０、
Ｓ１、Ｓ２Ａを頂点とする三角形を規定するのに比べ、点Ｓ０、Ｓ１、Ｓ２Ｂを頂点とす
る三角形の方が、細かな勾配情報を把握することができ、立体形状の起伏をより表現でき
る。そのため、勾配方向に交差する点Ｓ２Ｂが選定される。このような選定作業を順次行
いながら、３次元情報を獲得する。
【００６７】
　次に、図１３を用いて、第３の実施形態である内視鏡装置について説明する。第３の実
施形態では、液晶シャッタを使ってパターン光を投影する。それ以外の構成については、
第１の実施形態と同じである。
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【００６８】
　図１３は、第３の実施形態である内視鏡装置のブロック図である。ビデオスコープ１０
’の先端部には、液晶素子を２次元配列させた液晶シャッタが設けられており、スキャナ
ファイバ１７から射出する光を選択的に透過、遮断する。
【００６９】
　コントローラ４０は、液晶シャッタ制御部４５に制御信号を出力し、光スキャナ１６に
よる走査タイミングに液晶シャッタ１０の動作を同期させる。これにより、走査位置がパ
ターン投影位置のときに液晶シャッタ１０が光を透過させ、それ以外の時には光を遮断す
る。なお、液晶シャッタ以外の空間光変調素子を用いてパターン光を投影することも可能
である。
【００７０】
　上記実施形態では、走査ファイバの先端部を駆動させることによって光走査を行ってい
るが、スコープ先端部に設けられる光学系を位置変動させることによって、ファイバ先端
部から射出する光の照射方向を変えるようにしてもよい。
【００７１】
　投影するパターン光としては、上述した放射状のパターン光以外でもよく、複数のスポ
ットをなるべく近傍に点在させるようにしてもよい。径方向間隔、周方向感覚を調整し、
スポットサイズなどを変更可能である。また、走査ファイバ先端部を螺旋パターン以外の
軌跡を描くように駆動してもよく、２次元的にシーケンシャルな走査を行えばよい。例え
ば、ライン走査を行ってもよく、あるいは連続的な線状パターンなどによって構成しても
よい。図１４は、パターン光の他の例を示した図である。
【００７２】
　病変部の形状情報としては、凹凸形状、病変部のサイズ以外の情報を算出するようにし
てもよい。病変部のサイズだけを求める場合、立体形状を把握せずに、変形したスポット
の現れる病変部の境界情報によってサイズを求めてもよい。
【００７３】
　次に、図１５を用いて、第４の実施形態である内視鏡装置について説明する。第４の実
施形態では、病変部の境界線上にパターン光を投影し、境界部分を強調する。
【００７４】
　図１３は、第４の実施形態である内視鏡装置の投影パターンを示した図である。あらか
じめ病変部Ｚの立体形状情報は計測されており、円状の病変部Ｚの径の大きさが算出され
ている。この径の大きさに基づき、座標原点が病変部Ｚの中心となるようにビデオスコー
プを配置し、走査ファイバ先端部を駆動する。そして、走査位置が病変部Ｚの周上に沿っ
て移動する間、レーザービームが所定間隔をおいて照射される。これにより、病変部Ｚの
境界付近が際立ち、診断時に病変部がはっきりと認識可能となる。
【００７５】
　なお、上記説明した実施形態においては、ビデオスコープ１０内に光スキャナ１６を設
けるとともに、プロセッサ３０内にレーザー光源３７、レーザー駆動部３６、コントロー
ラ４０を設けて、撮像処理系と光走査系とを一体的に配置した構成としているが、内視鏡
装置とは独立した投影装置を構成してもよい。
【００７６】
　例えば、光走査系、すなわち光スキャナ１６、走査ファイバ１７、レーザー光源３７、
レーザー駆動部３６、コントローラ４０を、パターン投影装置として、撮像処理系を有す
る内視鏡の鉗子チャンネルから光スキャナ１６、走査ファイバ１７を設けたプローブなど
を挿入し、パターン光を病変部に投影する形態としても良い。あるいは、スコープ先端部
、投影プローブ先端部にＬＥＤなどの光源を設け、光源からの光を偏向走査させるように
構成してもよい。
【００７７】
　また、計測装置についても、内視鏡装置とは独立した計測装置を構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
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【００７８】
【図１】第１の実施形態である電子内視鏡装置のブロック図である。
【図２】走査光ファイバの概略的外観図である。
【図３】病変部等の３次元情報を計測する形状計測処理のメインフローチャートである。
【図４】図３のステップＳ１０２のサブルーチンを示した図である。
【図５】パターン光の投影像を示した図である。
【図６】ステップＳ１０３のサブルーチンを示した図である。
【図７】ターン光の投影像を示した図である。
【図８】スポット光の変形具合と勾配との関係を示した図である。
【図９】隣接するスポット間の傾斜関係を示した図である。
【図１０】等高線画像を示した図である。
【図１１】ＴＩＮにより把握された病変部の形状を示した図である。
【図１２】ＴＩＮによる２点選定を示した図である。
【図１３】第３の実施形態である内視鏡装置のブロック図である。
【図１４】パターン光の他の例を示した図である。
【図１５】第４の実施形態である内視鏡装置の投影パターンを示した図である。
【符号の説明】
【００７９】
　１０　ビデオスコープ
　１２　ＣＣＤ
　１６　光スキャナ
　１７　走査光ファイバ
　３０　プロセッサ
　３６　レーザー駆動部
　３７　レーザー光源
　３８　スキャナファイバ制御部
　４０　コントローラ
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【手続補正書】
【提出日】平成20年11月4日(2008.11.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】

　 図２に示すように、スコープ先端部１０Ｔには、スコープ先端部１０Ｔから射出する
光を走査させるスキャナデバイス（以下、光スキャナという）１６が設けられている。
光スキャナ１６は、アクチュエータ１８を備え、スコープ１０内に設けられた
走査型ファイバ１７は、円筒状のアクチュエータ１８の軸に挿通されて保持される。
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